
 

 

 

特定保守製品の点検基準の解説 

 

 

 

 

平成２６年５月 

経済産業省商務流通保安グループ製品安全課 



特定保守製品の点検基準の解説（半密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器） Page 1

要素 区分 点検項目 点検内容

半密閉燃焼
式ガス瞬間
湯沸器

共通の
事項

－ 排気筒先端の設置状態
（構造上確認できない箇所
に設置されているものを除
く。）

排気筒先端が屋外に出ている
こと。

排気筒先端が屋外に確実に出ていることを目視で確認
する(波板囲いをしてある場合は屋内とみなされる。この
ため、排気筒先端は波板囲いの外へ出すよう指摘す
る。）。

排気筒の不具合は、不完全燃焼（さらには
一酸化炭素による中毒事故）、火災の原因
となる。

機器及び排気筒先端周辺
の可燃物の有無

機器又は排気筒先端の周辺に
可燃物（建物その他の構造物は
除く。）がないこと。

機器周辺、排気筒先端周辺の所定の距離内に 紙、木
材、引火性危険物、エアコンの室外機などの可燃物が
ないことを目視で確認する。また、排気筒先端に可燃物
が絡まっていないことを目視で確認する。

可燃物への着火による火災を防止するた
め、法令などに定められた適切な距離が確
保されている必要がある。

機器と排気筒の接続部の
状態

(1)　機器と排気筒が確実に接
続されていること。
(2)　機器と排気筒の接続部に
孔あきその他の接続の不具合
がないこと。

（1）機器と排気筒の接続部が止め金具などで確実に接
続されていることを目視等で確認する。
（2）機器と排気筒の接続部に孔あき、隙間などの接続
の不具合がないことを目視等で確認する。

機器と排気筒の接続不具合は、屋内への
排気漏れ、給気不足から不完全燃焼（さら
には一酸化炭素による中毒事故）、火災の
原因となる。

機器とガス配管の接続部
の状態

機器とガス配管の接続部からガ
ス漏れがないこと。

機器とガス配管の接続部からガス漏れがないことをガス
漏れ検知器、漏洩液などで確認する（設置機器に供給
されているガス圧にて確認する。）。

ガス漏れがある場合、接続部の部品（パッ
キンなど）の劣化が疑われる。ガス漏れが
進行すると、ガス爆発、火災の原因となる。

機器のガス通路部 機器のガス接続口から給水自
動ガス弁までのガス通路部のう
ち、弁の出口以外の部分からガ
ス漏れがないこと。

機器のガス接続口から給水自動ガス弁までのガス通路
部のうち、弁の出口以外の部分からガス漏れがないこと
をガス漏れ検知器、漏洩液などで確認する（設置機器に
供給されているガス圧にて確認する。）。

ガス漏れがある場合、接続部の部品（パッ
キンなど）の劣化が疑われる。ガス漏れが
進行すると、ガス爆発、火災の原因となる。

水通路部の状態 水通路部又はその接続口から
水漏れがないこと。

水通路部又はその接続口から水漏れがないことを目視
で確認する（設置機器に供給されている水圧にて確認
する。）。

・水漏れがある場合、水通路部又は接続部
の劣化が疑われる。
・漏れ出た水がつたって電気系統の劣化に
影響するおそれがある。

点火装置及び消火装置の
状態

(1)　点火時に異常がないこと。
(2)　停止時に速やかに消火され
ること又は残火がないこと。

（1）点火時、確実に着火し、爆発的な異常音や点火不
良による炎あふれがないことを目視及び傾聴で確認す
る。
（2）停止時に速やかに消火されること又は残火がないこ
とを目視で確認する。

・点火に異常がある場合、点火装置の劣化
が疑われる。何度も点火を試みた結果、爆
発焼損事故が起こるおそれがある。
・消火の遅れが極端になると火傷事故に至
るおそれがある。残火があると過熱から火
災の原因となるおそれがある。

不正改造防止 安全装置が不正改造されてい
ないこと。

安全装置が不正改造されていないことを目視で確認す
る。

立消え安全装置、不完全燃焼防止装置、
過熱防止装置、排気あふれ安全装置など
の安全装置の不正改造によって安全装置
が機能しなくなるおそれがある。

主要な安全視点

経済産業省関係特定保守製品に関する省令　別表第二

点検内容の解説特定保守
製品の区分

型式の区分 点検基準
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要素 区分 点検項目 点検内容

主要な安全視点

経済産業省関係特定保守製品に関する省令　別表第二

点検内容の解説特定保守
製品の区分

型式の区分 点検基準

暖房部
の有無

(1) ある
もの

熱媒体通路部の状態 熱媒体通路部又はその接続口
から熱媒体の漏れがないこと。

機器内部及び機器の接続口より熱媒体漏れがないこと
を目視、触手などで確認する（暖房ポンプ運転時の状態
で確認する。）。

・漏れがある場合、熱媒体通路部又は接続
部の劣化が疑われる。
・漏れ出た熱媒体が伝って電気系統の劣
化に影響するおそれがある。

燃焼状態 暖房部の負荷及び設定温度を
最大にした上で、給湯量を最大
かつ出湯温度を最高にして給湯
した場合、排ガス中の一酸化炭
素濃度の測定値が0.1パーセン
ト以下であること。

暖房部の負荷及び暖房設定温度を最大にした上で、給
湯量を最大かつ出湯温度を最高にして給湯した場合、
排ガス中の一酸化炭素濃度の測定値が0.1パーセント
以下であることを、排ガス測定器で確認する。測定場
所、測定方法などについては機器の特性に合わせて点
検の手引きで指定する。

（参考）
平成23年6月30日までに製造・輸入された製品は、0.2
パーセント以下であること。
平成23年7月1日以降に製造・輸入された製品は、0.1
パーセント以下であること。

排ガス中の一酸化炭素濃度が規定値より
高い場合、熱交換器の経年劣化（目詰まり
等）、給排気筒の閉塞が疑われる。

(2) ない
もの

燃焼状態 給湯量を最大かつ出湯温度を
最高にして給湯した場合、排ガ
ス中の一酸化炭素濃度の測定
値が0.1パーセント以下であるこ
と。

給湯量を最大にして、かつ、出湯温度を最高にして給湯
した場合、排ガス中の一酸化炭素濃度の測定値が0.1
パーセント以下であることを、排ガス測定器で確認す
る。測定場所、測定方法などについては機器の特性に
合わせて点検の手引きで指定する。

（参考）
平成20年3月31日までに製造・輸入された自然排気式
不完全燃焼防止装置のない製品は、0.08パーセント以
下であること。
平成20年3月31日までに製造・輸入された自然排気式
不完全燃焼装置付き製品は 0.2パーセント以下であるこ
と。
平成20年4月1日以降に製造・輸入された製品は、0.1
パーセント以下であること。

排ガス中の一酸化炭素濃度が規定値より
高い場合、熱交換器の経年劣化（目詰まり
等）、給気用フィルターの閉塞、排気筒の閉
塞が疑われる。

給排気
の方法

(1)　自
然排気
式のも
の

－ － － －

(2)　強
制排気
式のも
の

機器の外観 (1)　給気用フィルターがほこり、
油により閉塞していないこと。
(2)　差し込みプラグにほこりが
堆積していないこと。

（1）給気用フィルターがほこり、油により塞がっていない
ことを目視で確認する。
（2）コンセントと差し込みプラグの隙間などにほこりが堆
積していないことを目視で確認する。

（1）給気用フィルターの目詰まりによる給気
不足は、不完全燃焼（さらには一酸化炭素
による中毒事故）の原因となる。
（2）トラッキングによる発火が、火災の原因
となるおそれがある。
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要素 区分 点検項目 点検内容

主要な安全視点

経済産業省関係特定保守製品に関する省令　別表第二

点検内容の解説特定保守
製品の区分

型式の区分 点検基準

出湯温度（出湯温度を設定
できるものに限る。）

設定した出湯温度と著しく異な
る水温で給湯しないこと。

出湯温度を４０度に設定して出湯させ、給湯温度が安定
後４０度と著しく異なる水温で給湯されていないことを手
による感覚で確認する（リモコンなどで自動温度制御で
きるもの。）。

極端に熱い場合は火傷事故の原因となる
おそれがある。

(1)　ＣＯ
セン
サー式
のもの

不完全燃焼防止装置の状
態（構造上確認できない箇
所に設置されているものを
除く。）

(1)　不完全燃焼防止装置が機
器に確実に固定されているこ
と。
(2)　ＣＯセンサーが使用限度を
超えていないこと。

（1）不完全燃焼防止装置が機器に確実に固定されてい
ることを目視で確認する。
（2）ＣＯセンサーが使用時間（燃焼時間など）の限度を
超えていないことを確認する。ＣＯセンサーの許容使用
時間について手引きに明記し、使用許容について判断
する。

装置の位置づれや、COセンサーの使用時
間限度越えは、不完全燃焼防止装置の動
作不良の原因となる。

(2)　そ
の他の
もの

不完全燃焼防止装置の状
態（構造上確認できない箇
所に設置されているものを
除く。）

不完全燃焼防止装置が機器に
確実に固定されていること。

不完全燃焼防止装置が機器に確実に固定されているこ
とを目視で確認する。

装置が位置づれしていると不完全燃焼防
止装置の動作不良の原因となる。

不完全
燃焼を
防止す
る機能
に係る
検知部
の機構
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要素 区分 点検項目 点検内容

開放燃焼式
ガス瞬間湯
沸器

共通の
事項

－ 設置位置 機器の設置位置がこんろの直
上から外れていること。

機器の設置位置がこんろの直上から外れていることを
目視で確認する。
なお、既に機器がこんろの直上に設置されており、か
つ、機器を移設することが困難な場合にあっては、機器
がこんろの燃焼排ガス、調理の際の蒸気や油を吸引し
て不完全燃焼の原因となることを防止するための有効
な防護措置が講じられていること（例えば、「ガス機器の
設置基準及び実務指針（第８版）」に規定されている機
器専用の防熱カバーが用いられていること）を確認す
る。

ガス湯沸器がこんろの真上に設置される
と、こんろの燃焼排ガス、調理の際の蒸気
や油を吸引して、不完全燃焼の原因とな
る。

機器周辺の可燃物の有無 機器周辺に可燃物（建物その他
の構造物は除く。）がないこと。

機器の周辺に可燃物がないことを目視で確認する（布
巾などの可燃物が機器の離隔距離以内にないことな
ど。）。

可燃物への着火による火災を防止するた
め、適切な距離が確保されている必要があ
る。

機器とガス配管の接続部
の状態

機器とガス配管の接続部からガ
ス漏れがないこと。

機器とガス配管の接続部からガス漏れがないことをガス
漏れ検知器、漏洩液などで確認する（設置機器に供給
されているガス圧にて確認する。）。

ガス漏れがある場合、接続部の部品（パッ
キンなど）の劣化が疑われる。ガス漏れが
進行すると、ガス爆発、火災の原因となる。

機器のガス通路部 機器のガス接続口から給水自
動ガス弁までのガス通路部のう
ち、弁の出口以外の部分からガ
ス漏れがないこと。

機器のガス接続口から給水自動ガス弁までのガス通路
部のうち、弁の出口以外の部分からガス漏れがないこと
をガス漏れ検知器、漏洩液などで確認する（設置機器に
供給されているガス圧にて確認する。）。

ガス漏れがある場合、接続部の部品（パッ
キンなど）の劣化が疑われる。ガス漏れが
進行すると、ガス爆発、火災の原因となる。

水通路部の状態 水通路部又はその接続口から
水漏れがないこと。

水通路部又はその接続口から水漏れがないことを目視
で確認する（設置機器に供給されている水圧にて確認
する。）。

・水漏れがある場合、水通路部又は接続部
の劣化が疑われる。
・漏れ出た水がつたって電気系統の劣化に
影響するおそれがある。

点火装置及び消火装置の
状態

(1)　点火時に異常がないこと。
(2)　給湯の停止時に速やかに
消火されること又は残火がない
こと。

（1）点火時、確実に着火し、爆発的な異常音や点火不
良による炎あふれがないことを目視及び傾聴で確認す
る。
（2）給湯の停止時に速やかに消火されること又は残火
がないことを目視で確認する。

・点火に異常がある場合、点火装置の劣化
が疑われる。何度も点火を試みた結果、爆
発焼損事故が起こるおそれがある。
・消火の遅れが極端になると火傷事故に至
るおそれがある。残火があると過熱から火
災の原因となるおそれがある。

点検内容の解説 主要な安全視点

経済産業省関係特定保守製品に関する省令　別表第二

特定保守
製品の区分

型式の区分 点検基準



特定保守製品の点検基準の解説（開放燃焼式ガス瞬間湯沸器） Page 5

要素 区分 点検項目 点検内容

点検内容の解説 主要な安全視点

経済産業省関係特定保守製品に関する省令　別表第二

特定保守
製品の区分

型式の区分 点検基準

燃焼状態 給湯量を最大にして、及び出湯
温度を最高にして給湯した場
合、排ガス中の一酸化炭素濃
度の測定値が0.03パーセント以
下であること。

給湯量を最大にして、かつ、出湯温度を最高にして給湯
した場合、排ガス中の一酸化炭素濃度の測定値が0.03
パーセント以下であることを、排ガス測定器で確認す
る。測定場所、測定方法などについては機器の特性に
合わせて点検の手引きで指定する。
（参考）
平成20年3月31日までに製造・輸入された製品は、0.08
パーセント以下であること。
平成20年4月1日以降に製造・輸入された製品は、0.03
パーセント以下であること。

排ガス中の一酸化炭素濃度が規定値より
高い場合、熱交換器の経年劣化（目詰まり
など）が疑われる。

不完全燃焼防止装置の状
態（構造上確認できない箇
所に設置されているものを
除く。）

(1)　不完全燃焼防止装置が機
器に確実に固定されているこ
と。
(2)　不完全燃焼検知窓が正常
であること。

(1)不完全燃焼防止装置が機器に確実に固定されてい
ることを目視で確認する。
(2)不完全燃焼検知窓が塞がっていないことを目視で確
認する。

装置の位置づれや検知窓の閉塞は不完全
燃焼防止装置の動作不良の原因となる。

不正改造防止 安全装置が不正改造されてい
ないこと。

安全装置が不正改造されていないことを目視で確認す
る。

立消え安全装置、不完全燃焼防止装置、
過熱防止装置などの安全装置の不正改造
によって安全装置が機能しなくなるおそれ
がある。
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要素 区分 点検項目 点検内容

密閉燃焼式
ガス瞬間湯
沸器

共通の
事項

－ 給排気筒先端の設置状態
（構造上確認できない箇所
に設置されているものを除
く。）

給排気筒先端が屋外に出てい
ること。

給排気筒先端が屋外に確実に出ていることを目視で確
認する(波板囲いをしてある場合は屋内とみなされる。こ
のため、給排気筒先端は波板囲いの外へ出すよう指摘
する。）。

給排気筒の不具合は、不完全燃焼（さらに
は一酸化炭素による中毒事故）、火災の原
因となる。

機器及び給排気筒先端周
辺の可燃物の有無

機器周辺又は給排気筒先端の
周辺に可燃物（建物その他の構
造物は除く。）がないこと。

機器周辺、給排気筒先端周辺の所定の距離内に 紙、
木材、引火性危険物、エアコンの室外機などの可燃物
がないことを目視で確認する。また、給排気筒先端に可
燃物が絡まっていないことを目視で確認する。

可燃物への着火による火災を防止するた
め、法令などに定められた適切な距離が確
保されている必要がある。

機器と給排気筒の接続部
の状態（構造上確認できな
い箇所に設置されているも
のを除く。）

(1)　機器と給排気筒が外れてい
ないこと。
(2)　機器と給排気筒の接続部
に孔あきその他の接続の不具
合がないこと。

（1）機器と給排気筒の接続部が止め金具などで確実に
接続されていることを目視等で確認する。
（2）機器と給排気筒の接続部に孔あき、隙間などの接
続の不具合がないことを目視等で確認する。
いずれも二重管の場合は外側で判断する。

機器と給排気筒の接続不具合は、屋内へ
の排気漏れ、給気不足から不完全燃焼（さ
らには一酸化炭素による中毒事故）、火災
の原因となる。

機器とガス配管の接続部
の状態

機器とガス配管の接続部からガ
ス漏れがないこと。

機器とガス配管の接続部からガス漏れがないことをガス
漏れ検知器、漏洩液などで確認する（設置機器に供給
されているガス圧にて確認する。）。

ガス漏れがある場合、接続部の部品（パッ
キンなど）の劣化が疑われる。ガス漏れが
進行すると、ガス爆発、火災の原因となる。

機器のガス通路部 機器のガス接続口から給水自
動ガス弁までのガス通路部のう
ち、弁の出口以外の部分からガ
ス漏れがないこと。

機器のガス接続口から給水自動ガス弁までのガス通路
部のうち、弁の出口以外の部分からガス漏れがないこと
をガス漏れ検知器、漏洩液などで確認する（設置機器に
供給されているガス圧にて確認する。）。

ガス漏れがある場合、接続部の部品（パッ
キンなど）の劣化が疑われる。ガス漏れが
進行すると、ガス爆発、火災の原因となる。

水通路部の状態 水通路部又はその接続口から
水漏れがないこと。

水通路部又はその接続口から水漏れがないことを目視
で確認する（設置機器に供給されている水圧にて確認
する。）。

・水漏れがある場合、水通路部又は接続部
の劣化が疑われる。
・漏れ出た水がつたって電気系統の劣化に
影響するおそれがある。

点火装置及び消火装置の
状態

(1)　点火時に異常がないこと。
(2)　停止時に速やかに消火され
ること又は残火がないこと。

（1）点火時、確実に着火し、爆発的な異常音や点火不
良による炎あふれがないことを目視及び傾聴で確認す
る。
（2）停止時に速やかに消火されること又は残火がないこ
とを目視で確認する。

・点火に異常がある場合、点火装置の劣化
が疑われる。何度も点火を試みた結果、爆
発焼損事故が起こるおそれがある。
・消火の遅れが極端になると火傷事故に至
るおそれがある。残火があると過熱から火
災の原因となるおそれがある。

不正改造防止 安全装置が不正改造されてい
ないこと。

安全装置が不正改造されていないことを目視で確認す
る。

立消え安全装置、不完全燃焼防止装置、
過熱防止装置などの安全装置の不正改造
によって安全装置が機能しなくなるおそれ
がある。

型式の区分 点検基準

経済産業省関係特定保守製品に関する省令　別表第二

点検内容の解説 主要な安全視点特定保守
製品の区分
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要素 区分 点検項目 点検内容

型式の区分 点検基準

経済産業省関係特定保守製品に関する省令　別表第二

点検内容の解説 主要な安全視点特定保守
製品の区分

暖房部
の有無

(1) ある
もの

熱媒体通路部の状態 熱媒体通路部又はその接続口
から熱媒体の漏れがないこと。

機器内部及び機器の接続口より熱媒体漏れがないこと
を目視、触手等で確認する（暖房ポンプ運転時の状態
で確認）。

・漏れがある場合、熱媒体通路部又は接続
部の劣化が疑われる。
・漏れ出た熱媒体が伝って電気系統の劣
化に影響するおそれがある。

燃焼状態 暖房部の負荷及び設定温度を
最大にした上で、給湯量を最大
かつ出湯温度を最高にして給湯
した場合、排ガス中の一酸化炭
素濃度の測定値が0.1パーセン
ト以下であること。

暖房部の負荷及び暖房設定温度を最大にした上で、給
湯量を最大かつ出湯温度を最高にして給湯した場合、
排ガス中の一酸化炭素濃度の測定値が0.1パーセント
以下であることを、排ガス測定器で確認する。測定場
所、測定方法などについては機器の特性に合わせて点
検の手引きで指定する。

（参考）
平成23年6月30日までに製造・輸入された製品は、0.2
パーセント以下であること。
平成23年7月1日以降に製造・輸入された製品は、0.1
パーセント以下であること。

排ガス中の一酸化炭素濃度が規定値より
高い場合、熱交換器の経年劣化（目詰まり
等）、給排気筒の閉塞が疑われる。

(2) ない
もの

燃焼状態 給湯量を最大かつ出湯温度を
最高にして給湯した場合、排ガ
ス中の一酸化炭素濃度の測定
値が0.1パーセント以下であるこ
と。

給湯量を最大にして、かつ、出湯温度を最高にして給湯
した場合、排ガス中の一酸化炭素濃度の測定値が0.1
パーセント以下であることを、排ガス測定器で確認す
る。測定場所、測定方法などについては機器の特性に
合わせて点検の手引きで指定する。

（参考）
平成20年3月31日までに製造・輸入された製品は、0.2
パーセント以下であること。
平成20年4月1日以降に製造・輸入された製品は、0.1
パーセント以下であること。

排ガス中の一酸化炭素濃度が規定値より
高い場合、熱交換器の経年劣化（目詰まり
等）、給排気筒の閉塞が疑われる。

給排気
の方法

(1)　自
然排気
式のも
の

－ － － －

(2)　強
制排気
式のも
の

機器の外観 差し込みプラグにほこりが堆積
していないこと。

コンセントと差し込みプラグの隙間などにほこりが堆積し
ていないことを目視で確認する。

トラッキングによる発火が、火災の原因とな
るおそれがある。

出湯温度（出湯温度を設定
できるものに限る。）

設定した出湯温度と著しく異な
る水温で給湯しないこと。

出湯温度を４０度に設定して出湯させ、給湯温度が安定
後４０度と著しく異なる水温で給湯されていないことを手
による感覚で確認する（リモコンなどで自動温度制御で
きるもの。）。

極端に熱い場合は火傷事故の原因となる
おそれがある。
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要素 区分 点検項目 点検内容

石油給湯機 共通の
事項

－ 燃焼制御装置の状態 機器への燃料供給を停止して
断火させた場合、燃焼を停止す
ること。

油タンクの送油バルブを閉じるなどして機器への燃料の
供給を停止して断火させたとき、燃焼関連装置（燃料ポ
ンプ、送風ファンなど）が停止し、確実に消火することを
目視で確認する。
消火を確認後、燃料の供給を再開したとき自動的に燃
焼を再開しないことを目視で確認する。

消火しない場合、断火センサーの不具合、
断火センサーと連携する燃焼制御装置（燃
料ポンプ、送風ファンなどを制御する装置）
の不具合が疑われる。

排気筒又は給排気筒の先
端の設置状態

排気筒又は給排気筒の先端が
屋外に出ていること。

排気筒先端又は給排気筒先端が屋外に確実に出てい
ることを目視で確認する(波板囲いをしてある場合は屋
内とみなされる。このため、排気筒先端又は給排気筒先
端は波板囲いの外へ出すよう指摘する。）。

排気筒又は給排気筒の不具合は、不完全
燃焼（さらには一酸化炭素による中毒事
故）、火災の原因となる。

機器及び排気筒又は給排
気筒先端周辺の可燃物の
有無

機器周辺又は排気筒若しくは給
排気筒の先端の周辺に可燃物
（建物その他の構造物は除く。）
がないこと。

機器周辺、排気筒先端周辺、給排気筒先端周辺の所
定の距離内に 紙、木材、引火性危険物、エアコンの室
外機などの可燃物がないことを目視で確認する。また、
排気筒先端、給排気筒先端に可燃物が絡まっていない
ことを目視で確認する。

可燃物への着火による火災を防止するた
め、法令などに定められた適切な距離が確
保されている必要がある。

機器と排気筒又は給排気
筒の接続部の状態

(1)　機器と排気筒又は給排気
筒が確実に接続されているこ
と。
(2)　機器と排気筒又は給排気
筒の接続部に孔あきその他の
接続の不具合がないこと。

（1）機器と排気筒又は給排気筒の接続部が止め金具な
どで確実に接続されていることを目視等で確認する。
（2）機器と排気筒又は給排気筒の接続部に孔あき、隙
間などの接続の不具合がないことを目視等で確認す
る。

機器と排気筒（給排気筒）の接続不具合
は、屋内への排気漏れ、給気不足から不
完全燃焼（さらには一酸化炭素による中毒
事故）、火災の原因となる。

対震自動消火装置の状態 対震自動消火装置の回路を遮
断した場合、燃焼を停止するこ
と。

対震自動消火装置の回路を遮断したとき、燃焼関連装
置（燃料ポンプ、送風ファンなど）が停止し、確実に消火
することを目視で確認する。
確認後は回路を元に戻す。

消火しない場合、対震自動消火装置（セン
サー）と連携する燃焼制御装置（燃料ポン
プ、送風ファンなどを制御する装置）の不具
合が疑われる。

機器と燃料配管の接続部
の状態

機器と燃料配管の接続部から
燃料漏れがないこと。

油タンクからの燃料配管と機器との接続部から油漏れ
がないことを目視及びウエスなどで確認する。

油漏れがある場合、接続部の部品（パッキ
ンなど）の劣化が疑われる。油漏れが進行
すると火災の原因となる。

機器の燃料通路部 機器の燃料配管から燃焼部ま
での燃料通路部のうち、燃料の
出口以外の部分から燃料漏れ
がないこと。

燃料用電磁ポンプの入口側、出口側など、機器内の燃
料通路部から油漏れがないことを目視及びウエスなど
で確認する。

油漏れがある場合、接続部の部品（パッキ
ンなど）の劣化が疑われる。油漏れが進行
すると火災の原因となる。

水通路部の状態 水通路部又はその接続口から
水漏れがないこと。

水通路部又はその接続口から水漏れがないことを目視
で確認する（設置機器に供給されている水圧にて確認
する。）。

・水漏れがある場合、水通路部又は接続部
の劣化が疑われる。
・漏れ出た水がつたって電気系統の劣化に
影響するおそれがある。

点検内容の解説 主要な安全視点

経済産業省関係特定保守製品に関する省令　別表第二

特定保守
製品の区分

型式の区分 点検基準
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要素 区分 点検項目 点検内容

点検内容の解説 主要な安全視点

経済産業省関係特定保守製品に関する省令　別表第二

特定保守
製品の区分

型式の区分 点検基準

燃焼状態 燃焼中に火炎の拡大、逆火、目
に見える煙の発生その他の燃
焼に関する異常がないこと。

給湯量を最大にして、かつ、出湯温度を最高にして給湯
した場合、バーナ部から機器内への火炎の出、排気筒
又は給排気筒からの目に見える煙の発生、爆発燃焼、
燃焼の異常音などがないことを目視及び傾聴で確認す
る。

・燃焼状態に異常がある場合、熱交換器の
経年劣化（目詰まりなど）、給気スリットの
閉塞、排気筒又は給排気筒の閉塞が疑わ
れる。
・ふろがまの燃焼状態については、給湯機
の燃焼状態を確認することで足りる。

機器の外観 (1)　機器本体に損傷がないこ
と。
(2)　差し込みプラグにほこりが
堆積していないこと。

（1）-1機器本体（電源コードを含む。）に著しい損傷など
がないことを目視で確認する。
（1）-2機器本体の給気スリットなどの燃焼用空気取り入
れ口のつぶれ、ほこりなどによる塞がりがないことを目
視で確認する。
(2) コンセントと差し込みプラグの隙間などにほこりが堆
積していないことを目視で確認する。

(1)-1外観の著しい損傷は、内部部品の損
傷を伴う場合がある。
(1)-2給気スリットなどのつぶれや塞がりに
よる給気不足は、不完全燃焼（さらには一
酸化炭素による中毒事故）の原因となる。
(2)トラッキングによる発火が、火災の原因
となるおそれがある。

給湯の
方式

(1)　二
缶二水
路式の
もの

空だき防止装置の状態 浴槽に水を入れないで運転した
場合、燃焼しないこと。

浴槽に水がない状態で沸きあげ操作又は追い焚き操作
を行ったとき、燃焼を開始しないことを目視で確認する。

燃焼を開始してしまう場合、浴槽からの水
の流れを検知する空だき防止装置（セン
サー）の不具合、空だき防止装置と連携す
る燃焼制御装置（燃料ポンプ、送付ファンな
どを制御する装置）の不具合が疑われる。

(2)　そ
の他の
もの

－ － ― ―

加熱形
態による
種類

(1)　瞬
間形の
もの

点火装置及び消火装置の
状態

(1)　点火時に異常がないこと。
(2)　給湯の停止時に速やかに
消火されること又は残火がない
こと。

（1）点火時、確実に着火し、爆発的な異常音がないこと
を目視及び傾聴で確認する。
（2）給湯の停止時に速やかに燃焼関連装置（燃料ポン
プ、送風ファンなど）が停止して確実に消火されること又
は残火がないことを目視で確認する。

(1)点火に異常がある場合、点火装置の劣
化が疑われる。
(2)消火の遅れが極端になると火傷事故に
至るおそれがある。残火があると過熱から
火災の原因となるおそれがある。

(2)　そ
の他の
もの

－ － ― ―
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要素 区分 点検項目 点検内容

点検内容の解説 主要な安全視点

経済産業省関係特定保守製品に関する省令　別表第二

特定保守
製品の区分

型式の区分 点検基準

過熱防
止装置

(1)
サーミ
スター
式のも
の

過熱防止装置の状態 サーミスターの抵抗値が温度に
応じて適切に変動すること。

サーミスターの雰囲気温度を変化させたとき、サーミス
ターの抵抗値が変化することをテスターなどを用いて確
認する（サーミスターの抵抗値は製造・輸入事業者から
示されるものを用いる。）。
確認後は回路を元に戻す。

サーミスターの抵抗値が適切に変動しない
場合、過熱防止装置として適切に動作しな
いおそれがある。

(2)　バ
イメタル
式のも
の

過熱防止装置の状態 バイメタルスイッチの回路を遮
断した場合、燃焼が停止するこ
と。

バイメタルスイッチの端子又は配線基板のバイメタルス
イッチコネクタを外すなどして回路を遮断したとき、燃焼
関連装置（送風ファン、燃料ポンプなど）が停止して、確
実に消火することを目視で確認する。
確認後は回路を元に戻すこと。

消火しない場合、過熱防止装置と連携する
燃焼制御装置（燃料ポンプ、送風ファンな
どを制御する装置）の不具合が疑われる。

給排気
の方法

(1)　強
制給排
気式の
もの

給排気筒の状態 (1)　給排気筒が外れていないこ
と。
(2)　給排気筒の接続部のロック
が外れていないこと。
(3)　給排気筒に変形又は損傷
がないこと。
(4)　給排気筒の先端がほこり、
板その他の異物により閉塞して
いないこと。

（1）機器から給排気筒のすべての接続部が外れていな
いことを目視等で確認する。
（2）機器と給排気筒の接続部にロックがある場合は、
ロックが外れていないことを目視等で確認する。
（3）給排気筒に著しい変形又は損傷などがないことを目
視で確認する。
（4）給排気筒先端の給気部及び排気部が、ほこり、板、
すすなどの異物により塞がっていないことを目視で確認
する。

給排気筒の不具合は、屋内への排気漏
れ、給気不足から不完全燃焼（さらには一
酸化炭素による中毒事故）、火災の原因と
なる。

(2)　屋
外用開
放式の
もの

排気口の状態 排気口がほこり、板その他の異
物により閉塞していないこと。

排気口がほこり、板、すすなどの異物により塞がってい
ないことを目視で確認する。

屋外設置なので一酸化炭素による中毒事
故の原因になることは考えにくいものの、
不完全燃焼、火災の原因となる。

(3)　そ
の他の
もの

排気筒の状態 (1)　排気筒が外れていないこ
と。
(2)　排気筒に変形や損傷がな
いこと。
(3)　排気筒の先端がほこりその
他の異物により閉塞していない
こと。

（1）機器から排気筒のすべての接続部が外れていない
ことを目視等で確認する。
（2）排気筒に著しい変形又は損傷などがないことを目視
で確認する。
（3）排気筒の先端が、ほこり、板、すすなどの異物により
塞がっていないことを目視で確認する。

排気筒の不具合は、屋内への排気漏れ、
不完全燃焼（さらには一酸化炭素による中
毒事故）、火災の原因となる。
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要素 区分 点検項目 点検内容

半密閉燃焼
式ガスバー
ナー付ふろ
がま

共通の
事項

－ 排気筒先端の設置状態
（構造上確認できない箇所
に設置されているものを除
く。）

排気筒先端が屋外に出ている
こと。

排気筒先端が屋外に確実に出ていることを目視で確認
する(波板囲いをしてある場合は屋内とみなされる。この
ため排気筒先端は波板囲いの外へ出すよう指摘す
る。）。

排気筒の不具合は、不完全燃焼（さらには
一酸化炭素による中毒事故）、火災の原因
となる。

機器及び排気筒先端周辺
の可燃物の有無

機器周辺又は排気筒先端の周
辺に可燃物（建物その他の構造
物は除く。）がないこと。

機器周辺、排気筒先端周辺の所定の距離内に 紙、木
材、引火性危険物、エアコンの室外機などの可燃物が
ないことを目視で確認する。また、排気筒先端に可燃物
が絡まっていないことを目視で確認する。

可燃物への着火による火災を防止するた
め、法令などに定められた適切な距離が確
保されている必要がある。

機器と排気筒の接続部の
状態

(1)　機器と排気筒が確実に接
続されていること。
(2)　機器と排気筒の接続部に
孔あきその他の接続の不具合
がないこと。

（1）機器と排気筒の接続部が止め金具などで確実に接
続されていることを目視等で確認する。
（2）機器と排気筒の接続部に孔あき、隙間などの接続
の不具合がないことを目視等で確認する。

機器と排気筒の接続不具合は、屋内への
排気漏れ、給気不足から不完全燃焼（さら
には一酸化炭素による中毒事故）、火災の
原因となる。

機器とガス配管の接続部
の状態

機器とガス配管の接続部からガ
ス漏れがないこと。

機器とガス配管の接続部からガス漏れがないことをガス
漏れ検知器、漏洩液などで確認する（設置機器に供給
されているガス圧にて確認する。）。

ガス漏れがある場合、接続部の部品（パッ
キンなど）の劣化が疑われる。ガス漏れが
進行すると、ガス爆発、火災の原因となる。

機器のガス通路部 機器のガス接続口から給水自
動ガス弁までのガス通路部のう
ち、弁の出口以外の部分からガ
ス漏れがないこと。

機器のガス接続口から給水自動ガス弁までのガス通路
部のうち、弁の出口以外の部分からガス漏れがないこと
をガス漏れ検知器、漏洩液などで確認する（設置機器に
供給されているガス圧にて確認する。）。

ガス漏れがある場合、接続部の部品（パッ
キンなど）の劣化が疑われる。ガス漏れが
進行すると、ガス爆発、火災の原因となる。

点火装置及び消火装置の
状態

(1)　点火時に異常がないこと。
(2)　給湯の停止時に速やかに
消火されること又は残火がない
こと。

（1）点火時、確実に着火し、爆発的な異常音や点火不
良による炎あふれがないことを目視及び傾聴で確認す
る。
（2）給湯の停止時に速やかに消火されること又は残火
がないことを目視で確認する。

・点火に異常がある場合、点火装置の劣化
が疑われる。何度も点火を試みた結果、爆
発焼損事故が起こるおそれがある。劣化の
原因の１つとして、浴室排水口のゴミ詰まり
による点火部の冠水が考えられる。
・消火の遅れが極端になると火傷事故に至
るおそれがある。残火があると過熱から火
災の原因となるおそれがある。

不正改造防止 安全装置が不正改造されてい
ないこと。

安全装置が不正改造されていないことを目視で確認す
る。

立消え安全装置、不完全燃焼防止装置、
過熱防止装置、空だき防止装置、排気あふ
れ安全装置などの安全装置の不正改造に
よって安全装置が機能しなくなるおそれが
ある。

給排気
の方法

(1)　自
然排気
式のも
の

－ － － －

点検内容の解説 主要な安全視点

経済産業省関係特定保守製品に関する省令　別表第二

特定保守
製品の区分

型式の区分 点検基準
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要素 区分 点検項目 点検内容

点検内容の解説 主要な安全視点

経済産業省関係特定保守製品に関する省令　別表第二

特定保守
製品の区分

型式の区分 点検基準

(2)　強
制排気
式のも
の

機器の外観 (1)　給気用フィルターがほこり、
油その他の異物により閉塞して
いないこと。
(2)　差し込みプラグにほこりが
堆積していないこと。

（1）給気用フィルターがほこり、油などにより塞がってい
ないことを目視で確認する。
（2）コンセントと差し込みプラグの隙間などにほこりが堆
積していないことを目視で確認する。

（1）給気用フィルターの目詰まりによる給気
不足は、不完全燃焼（さらには一酸化炭素
による中毒事故）の原因となる。
（2）トラッキングによる発火が、火災の原因
となるおそれがある。

出湯温度（出湯温度を設定
できるものに限る。）

設定した出湯温度と著しく異な
る水温で給湯しないこと。

出湯温度を４０度に設定して出湯させ、給湯温度が安定
後４０度と著しく異なる水温で給湯されていないことを手
による感覚で確認する（リモコンなどで自動温度制御で
きるもの。）。

極端に熱い場合は火傷事故の原因となる
おそれがある。

給湯部
の有無

(1)　あ
るもの

水通路部の状態 水通路部又はその接続口から
水漏れがないこと。

水通路部又はその接続口から水漏れがないことを目視
で確認する（設置機器に供給されている水圧にて確認
する。）。

・水漏れがある場合、水通路部又は接続部
の劣化が疑われる。
・漏れ出た水がつたって電気系統の劣化に
影響するおそれがある。

燃焼状態 (1)　ガスバーナーの火力を最大
にして燃焼した場合、排ガス中
の一酸化炭素濃度の測定値が
0.1パーセント以下であること。
(2)　給湯量を最大にして、及び
出湯温度を最高にして給湯した
場合、排ガス中の一酸化炭素
濃度の測定値が0.1パーセント
以下であること。

（1）ふろ側を最大燃焼させた場合、排ガス中の一酸化
炭素濃度の測定値が0.1パーセント以下であることを排
ガス測定器で確認する。
（2）給湯側を最大燃焼させた場合、排ガス中の一酸化
炭素濃度の測定値が0.1パーセント以下であることを排
ガス測定器で確認する。
測定場所、測定方法などについては機器の特性に合わ
せて点検の手引きで指定する。
（参考）
平成20年3月31日までに製造・輸入された自然排気式
不完全燃焼防止装置のない製品は、0.08パーセント以
下であること。
平成20年3月31日までに製造・輸入された自然排気式
不完全燃焼装置付き製品は 0.2パーセント以下であるこ
と。
平成20年4月1日以降に製造・輸入された製品は、0.1
パーセント以下であること。

（1）排ガス中の一酸化炭素濃度の測定値
が規定値より高い場合、ふろがま用熱交換
器の経年劣化（目詰まりなど）、給気用フィ
ルター、排気筒の閉塞が疑われる。
（2）排ガス中の一酸化炭素濃度の測定値
が規定値より高い場合、給湯用熱交換器
の経年劣化（目詰まりなど）、給気用フィル
ター、排気筒の閉塞が疑われる。
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要素 区分 点検項目 点検内容

点検内容の解説 主要な安全視点

経済産業省関係特定保守製品に関する省令　別表第二

特定保守
製品の区分

型式の区分 点検基準

(2)　な
いもの

燃焼状態 ガスバーナーの火力を最大にし
て燃焼した場合、排ガス中の一
酸化炭素濃度の測定値が0.1
パーセント以下であること。

ふろ側を最大燃焼させた場合、排ガス中の一酸化炭素
濃度の測定値が0.1パーセント以下であることを排ガス
測定器で測定確認する。

（参考）
平成20年3月31日までに製造・輸入された自然排気式
不完全燃焼防止装置のない製品は、0.08パーセント以
下であること。
平成20年3月31日までに製造・輸入された自然排気式
不完全燃焼装置付き製品は,0.2パーセント以下であるこ
と。
平成20年4月1日以降に製造・輸入された製品は、0.1
パーセント以下であること。

排ガス中の一酸化炭素濃度の測定値が規
定値より高い場合、ふろがま用熱交換器の
経年劣化（目詰まりなど）、給気用フィル
ター、排気筒の閉塞が疑われる。

(1)　ＣＯ
セン
サー式
のもの

不完全燃焼防止装置の状
態（構造上確認できない箇
所に設置されているものを
除く。）

(1)　不完全燃焼防止装置が機
器に確実に固定されているこ
と。
(2)　ＣＯセンサーが使用限度を
超えていないこと。

（1）不完全燃焼防止装置が機器に確実に固定されてい
ることを目視で確認する。
（2）ＣＯセンサーが使用時間（燃焼時間など）の限度を
超えていないことを確認する。ＣＯセンサーの許容使用
時間について手引きに明記し、使用許容について判断
する。

装置の位置づれや、COセンサーの使用時
間限度越えは、不完全燃焼防止装置の動
作不良の原因となる。

(2)　そ
の他の
もの

不完全燃焼防止装置の状
態（構造上確認できない箇
所に設置されているものを
除く。）

不完全燃焼防止装置が機器に
確実に固定されていること。

不完全燃焼防止装置が機器に確実に固定されているこ
とを目視で確認する。

装置が位置づれしていると不完全燃焼防
止装置の動作不良の原因となる。

不完全
燃焼を
防止す
る機能
に係る
検知部
の機構
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要素 区分 点検項目 点検内容

密閉燃焼式
ガスバー
ナー付ふろ
がま

共通の
事項

－ 給排気筒先端の設置状態
（構造上確認できない箇所
に設置されているものを除
く。）

給排気筒先端が屋外に出てい
ること。

給排気筒先端が屋外に確実に出ていることを目視で確認
する(波板囲いをしてある場合は屋内とみなされる。このた
め給排気筒先端は波板囲いの外へ出すよう指摘する。）。

給排気筒の不具合は、不完全燃焼（さらに
は一酸化炭素による中毒事故）、火災の原
因となる。

機器及び給排気筒先端周
辺の可燃物の有無

機器周辺又は給排気筒先端の
周辺に可燃物（建物その他の構
造物は除く。）がないこと。

機器周辺、給排気筒先端周辺の所定の距離内に 紙、木
材、引火性危険物、エアコンの室外機などの可燃物がな
いことを目視で確認する。また、給排気筒先端に可燃物
が絡まっていないことを目視で確認する。

可燃物への着火による火災を防止するた
め、法令などに定められた適切な距離が確
保されている必要がある。

機器と給排気筒の接続部
の状態（構造上確認できな
い箇所に設置されているも
のを除く。）

(1)　給排気筒が機器から外れて
いないこと。
(2)　機器と給排気筒の接続部に
孔あきその他の接続の不具合
がないこと。

（1）機器と給排気筒の接続部が止め金具などで確実に接
続されていることを目視等で確認する。
（2）機器と給排気筒の接続部に孔あき、隙間などの接続
の不具合がないことを目視等で確認する。
いずれも二重管の場合は外側で判断する。

機器と給排気筒の接続不具合は、屋内へ
の排気漏れ、給気不足から不完全燃焼（さ
らには一酸化炭素による中毒事故）、火災
の原因となる。

機器とガス配管の接続部の
状態

機器とガス配管の接続部からガ
ス漏れがないこと。

機器とガス配管の接続部からガス漏れがないことをガス
漏れ検知器、漏洩液などで確認する（設置機器に供給さ
れているガス圧にて確認する。）。

ガス漏れがある場合、接続部の部品（パッ
キンなど）の劣化が疑われる。ガス漏れが
進行すると、ガス爆発、火災の原因となる。

機器のガス通路部 機器のガス接続口から給水自
動ガス弁までのガス通路部のう
ち、弁の出口以外の部分からガ
ス漏れがないこと。

機器のガス接続口から給水自動ガス弁までのガス通路部
のうち、弁の出口以外の部分からガス漏れがないことをガ
ス漏れ検知器、漏洩液などで確認する（設置機器に供給
されているガス圧にて確認する。）。

ガス漏れがある場合、接続部の部品（パッ
キンなど）の劣化が疑われる。ガス漏れが
進行すると、ガス爆発、火災の原因となる。

点火装置及び消火装置の
状態

(1)　点火時に異常がないこと。
(2)　給湯の停止時に速やかに
消火されること又は残火がない
こと。

（1）点火時、確実に着火し、爆発的な異常音や点火不良
による炎あふれがないことを目視及び傾聴で確認する。
（2）給湯の停止時に速やかに消火されること又は残火が
ないことを目視で確認する。

・点火に異常がある場合、点火装置の劣化
が疑われる。何度も点火を試みた結果、爆
発焼損事故が起こるおそれがある。劣化の
原因の１つとして、浴室排水口のゴミ詰まり
による点火部の冠水が考えられる。
・消火の遅れが極端になると火傷事故に至
るおそれがある。残火があると過熱から火
災の原因となるおそれがある。

不正改造防止 安全装置が不正改造されていな
いこと。

安全装置が不正改造されていないことを目視で確認す
る。

立消え安全装置、不完全燃焼防止装置、過
熱防止装置、空だき防止装置などの安全装
置の不正改造によって安全装置が機能しな
くなるおそれがある。

主要な安全視点点検内容の解説

経済産業省関係特定保守製品に関する省令　別表第二

特定保守
製品の区分

型式の区分 点検基準
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要素 区分 点検項目 点検内容

主要な安全視点点検内容の解説

経済産業省関係特定保守製品に関する省令　別表第二

特定保守
製品の区分

型式の区分 点検基準

給排気
の方法

(1)　自
然給排
気式の
もの

－ － － －

機器の外観 差し込みプラグにほこりが堆積
していないこと。

コンセントと差し込みプラグの隙間などにほこりが堆積し
ていないことを目視で確認する。

トラッキングによる発火が、火災の原因とな
るおそれがある。

出湯温度（出湯温度を設定
できるものに限る。）

設定した出湯温度と著しく異なる
水温で給湯しないこと。

出湯温度を４０度に設定して出湯させ、給湯温度が安定
後４０度と著しく異なる水温で給湯されていないことを手に
よる感覚で確認する（リモコンなどで自動温度制御できる
もの。）。

極端に熱い場合は火傷事故の原因となる
おそれがある。

給湯部
の有無

(1)　あ
るもの

水通路部の状態 水通路部又はその接続口から
水漏れがないこと。

水通路部又はその接続口から水漏れがないことを目視で
確認する（設置機器に供給されている水圧にて確認す
る。）。

・水漏れがある場合、水通路部又は接続部
の劣化が疑われる。
・漏れ出た水がつたって電気系統の劣化に
影響するおそれがある。

燃焼状態 (1)　ガスバーナーの火力を最大
にして燃焼した場合、排ガス中
の一酸化炭素濃度の測定値が
0.1パーセント以下であること。
(2)　給湯量を最大にして、及び
出湯温度を最高にして給湯した
場合、排ガス中の一酸化炭素濃
度の測定値が0.1パーセント以下
であること。

（1）ふろ側を最大燃焼させた場合、排ガス中の一酸化炭
素濃度の測定値が0.1パーセント以下であることを排ガス
測定器で確認する。
（2）給湯側を最大燃焼させた場合、排ガス中の一酸化炭
素濃度の測定値が0.1パーセント以下であることを排ガス
測定器で確認する。
測定場所、測定方法などについては機器の特性に合わせ
て点検の手引きで指定する。
（参考）
平成20年3月31日までに製造・輸入された製品は、0.2
パーセント以下であること。
平成20年4月1日以降に製造・輸入された製品は、0.1パー
セント以下であること。

（1）排ガス中の一酸化炭素濃度の測定値
が規定値より高い場合、ふろがま用熱交換
器の経年劣化（目詰まりなど）、給排気筒の
閉塞が疑われる。
（2）排ガス中の一酸化炭素濃度の測定値
が規定値より高い場合、給湯用熱交換器の
経年劣化（目詰まりなど）、給排気筒の閉塞
が疑われる。

(2)　な
いもの

燃焼状態 ガスバーナーの火力を最大にし
て燃焼した場合、排ガス中の一
酸化炭素濃度の測定値が0.1
パーセント以下であること。

ふろ側を最大燃焼させた場合、排ガス中の一酸化炭素濃
度の測定値が0.1パーセント以下であることを排ガス測定
器で確認する。
測定場所、測定方法などについては機器の特性に合わせ
て点検の手引きで指定する。
（参考）
平成20年3月31日までに製造・輸入された製品は、0.2
パーセント以下であること。
平成20年4月1日以降に製造・輸入された製品は、0.1パー
セント以下であること。

排ガス中の一酸化炭素濃度の測定値が規
定値より高い場合、ふろがま用熱交換器の
経年劣化（目詰まりなど）、給排気筒の閉塞
が疑われる。

(2)　強
制給排
気式の
もの
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要素 区分 点検項目 点検内容

石油ふろが
ま

共通の
事項

－ 排気筒先端の設置状態
（構造上確認できない箇所
に設置されているものを除
く。）

排気筒先端が屋外に出ている
こと。

排気筒先端が屋外に確実に出ていることを目視で確認
する(波板囲いをしてある場合は屋内とみなされる。この
ため、排気筒先端は波板囲いの外へ出すよう指摘す
る。）。

排気筒の不具合は、不完全燃焼（さらには
一酸化炭素による中毒事故）、火災の原因
となる。

機器及び排気筒先端周辺
の可燃物の有無

機器周辺又は排気筒先端の周
辺に可燃物（建物その他の構造
物は除く。）がないこと。

機器周辺、排気筒先端周辺の所定の距離内に 紙、木
材、引火性危険物、エアコンの室外機などの可燃物が
ないことを目視で確認する。また、排気筒先端に可燃物
が絡まっていないことを目視で確認する。

可燃物への着火による火災を防止するた
め、法令などに定められた適切な距離が確
保されている必要がある。

機器と排気筒の接続部の
状態

(1)　機器と排気筒が確実に接
続されていること。
(2)　機器と排気筒の接続部に
孔あきその他の接続の不具合
がないこと。

（1）機器と排気筒の接続部が止め金具などで確実に接
続されていることを目視等で確認する。
（2）機器と排気筒の接続部に孔あき、隙間などの接続
の不具合がないことを目視等で確認する。

機器と排気筒の接続不具合は、屋内への
排気漏れ、給気不足から不完全燃焼（さら
には一酸化炭素による中毒事故）、火災の
原因となる。

対震自動消火装置の状態 対震自動消火装置の回路を遮
断した場合、燃焼を停止するこ
と。

対震自動消火装置の回路を遮断したとき、燃焼関連装
置（燃料ポンプ、送風ファンなど）が停止し、確実に消火
することを目視で確認する。
確認後は回路を戻す。

消火しない場合、対震自動消火装置（セン
サー）と連携する燃焼制御装置（燃料ポン
プ、送風ファンなどを制御する装置）の不具
合が疑われる。

機器と燃料配管の接続部
の状態

機器と燃料配管の接続部から
燃料漏れがないこと。

油タンクからの燃料配管と機器との接続部から油漏れ
がないことを目視及びウエスなどで確認する。

油漏れがある場合、接続部の部品（パッキ
ンなど）の劣化が疑われる。油漏れが進行
すると火災の原因となる。

機器の燃料通路部 機器の燃料配管から燃焼部ま
での燃料通路部のうち、燃料の
出口以外の部分から燃料漏れ
がないこと。

燃料用電磁ポンプの入口側、出口側など、機器内の燃
料通路部から油漏れがないことを目視及びウエスなど
で確認する。

油漏れがある場合、接続部の部品（パッキ
ンなど）の劣化が疑われる。油漏れが進行
すると火災の原因となる。

水通路部の状態 水通路部又はその接続口から
水漏れがないこと。

水通路部又はその接続口から水漏れがないことを目視
で確認する（設置機器に供給されている水圧にて確認
する。）。

・水漏れがある場合、水通路部又は接続部
の劣化が疑われる。
・漏れ出た水がつたって電気系統の劣化に
影響するおそれがある。

燃焼状態 燃焼中に火炎の拡大、逆火、目
に見える煙の発生その他の異
常がないこと。

最大燃焼をさせた場合、バーナ部から機器内への火炎
の出、排気筒からの目に見える煙の発生、爆発燃焼、
燃焼の異常音などがないことを目視及び傾聴で確認す
る。

燃焼状態に異常がある場合、熱交換器の
経年劣化（目詰まりなど）、給気スリットの
閉塞、排気筒の閉塞などが疑われる。

点検内容の解説 主要な安全視点

経済産業省関係特定保守製品に関する省令　別表第二

特定保守
製品の区分

型式の区分 点検基準
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要素 区分 点検項目 点検内容

点検内容の解説 主要な安全視点

経済産業省関係特定保守製品に関する省令　別表第二

特定保守
製品の区分

型式の区分 点検基準

空だき防止装置の状態 浴槽に水を入れないで運転した
場合、燃焼しないこと。

浴槽に水がない状態で沸きあげ操作又は追い焚き操作
を行ったとき、燃焼を開始しないことを目視で確認する。

燃焼を開始してしまう場合、浴槽からの水
の流れを検知する空だき防止装置（セン
サー）の不具合、空だき防止装置と連携す
る燃焼制御装置（燃料ポンプ、送付ファンな
どを制御する装置）の不具合が疑われる。

機器の外観 (1)　機器本体に損傷がないこ
と。
(2)　差し込みプラグにほこりが
堆積していないこと。

（1）-1機器本体（電源コードを含む。）に著しい損傷など
がないことを目視で確認する。
（1）-2機器本体の給気スリットなどの燃焼用空気取り入
れ口のつぶれ、ほこりなどによる塞がりがないことを目
視で確認する。
（2）コンセントと差し込みプラグの隙間などにほこりが堆
積していないことを目視で確認する。

(1)-1外観の著しい損傷は、内部部品の損
傷を伴う場合がある。
(1)-2給気スリットなどのつぶれや塞がりに
よる給気不足は、不完全燃焼（さらには一
酸化炭素による中毒事故）の原因となる。
(2)トラッキングによる発火が、火災の原因
となるおそれがある。

燃焼方
式

(1)　圧
力噴霧
式のも
の

燃焼制御装置の状態 機器への燃料供給を停止して
断火させた場合、燃焼を停止す
ること。

油タンクの送油バルブを閉じるなどして機器への燃料の
供給を停止して断火させたとき、燃焼関連装置（燃料ポ
ンプ、送風ファンなど）が停止し、確実に消火することを
目視で確認する。
消火を確認後、燃料の供給を再開したとき自動的に燃
焼を再開しないことを目視で確認する。

消火しない場合、断火センサーの不具合、
断火センサーと連携する燃焼制御装置（燃
料ポンプ、送風ファンなどを制御する装置）
の不具合が疑われる。

(2)　そ
の他の
もの

－ － － －

給排気
の方法

(1)　屋
外開放
式のも
の

排気口の状態 排気口が板、ほこりその他の異
物により閉塞していないこと。

排気口が板、ほこり、すすなどの異物により塞がってい
ないことを目視で確認する。

屋外設置なので一酸化炭素による中毒事
故の原因になることは考えにくいものの、
不完全燃焼、火災の原因となる。

(2)　そ
の他の
もの

排気筒の状態 (1)　排気筒が機器から外れてい
ないこと。
(2)　排気筒に変形又は損傷が
ないこと。
(3)　排気筒の先端が板、ほこり
その他の異物により閉塞してい
ないこと。

（1）機器から排気筒のすべての接続部が外れていない
ことを目視等で確認する。
（2）排気筒に著しい変形又は損傷などがないことを目視
で確認する。
（3）排気筒の先端が板、ほこり、すすなどの異物により
塞がっていないことを目視で確認する。

排気筒の不具合は、屋内への排気漏れ、
不完全燃焼（さらには一酸化炭素による中
毒事故）、火災の原因となる。
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要素 区分 点検項目 点検内容

ビルトイン
式電気食器
洗機

共通の
事項

－ 設置状態 (1)　機器固定用金具を有するも
のにあっては、機器固定用金具
の変形がないこと。
(2)　固定ねじの緩みがないこ
と。

機器固定用金具に変形がないことを目視で確認する。
また、固定ねじの緩みがないことをドライバーなどで確
認する。

経年劣化や環境ストレスによる固定用金具
の変形や破損、固定ねじの緩みは、機器
の転倒などの事故の原因となる。

本体外装 熱による著しい変形、変色又は
損傷がないこと。

本体外装に熱による著しい変形、変色又は損傷がない
ことを目視で確認する。

内部からの異常発熱は、発煙、発火の原
因となるおそれがある。

本体内部（水槽） 熱による著しい変形、変色又は
損傷がないこと。

本体内部の水槽に熱による著しい変形、変色又は損傷
がないことを目視で確認する。

異常発熱は、発煙、発火の原因となるおそ
れがある。

電源接続部及び接地 (1)　電源接続部に変形、変色、
損傷、腐食又はほこりの堆積が
ないこと。
(2)　電源電線を有するものに
あっては、電源電線の被覆に損
傷がないこと。
(3)　電源電線を有するものに
あっては、差し込みプラグにほこ
りが堆積していないこと。
(4)　アース線がアース端子に確
実に接続されていること。

・電源接続部に変形、変色、損傷、腐食又はほこりの堆
積がないことを目視で確認する。
・電源電線を有するものにあっては、電源電線の被覆に
損傷がないことを目視で確認する。
・電源電線を有するものにあっては、差し込みプラグに
ほこりが堆積していないことを目視で確認する。
・アース線がアース端子に確実に接続されていることを
目視及び触手で確認する（二重絶縁構造の場合は、そ
の旨のマークがあれば対象外とする。）。

・電源接続部の異常発熱やトラッキング、
電源電線の被覆の損傷、差し込みプラグ部
分のトラッキングは、発煙、発火の原因とな
るおそれがある。
・機器のアースが確保されていないと、感
電事故に至るおそれがある。

機械室 (1)　機械室に著しいほこりその
他の異物の混入がないこと。
(2)　電気部品、回路基板、内部
配線又は充電部に水漏れ跡が
ないこと。

機械室に著しいほこりなどの異物が混入していないこと
を目視で確認する。また、電気部品、回路基板、内部配
線又は充電部に水漏れ跡がないことを目視で確認す
る。

・機械室でのトラッキングは、発煙、発火、
感電の原因となるおそれがある。
・機械室に漏れ出た水がつたって、電気系
統の劣化に影響するおそれがある。

電源スイッチ部 電源スイッチの接続部に変形又
は変色がないこと。

電源スイッチの接続部に変形又は変色がないことを目
視で確認する。

電源スイッチの接続部の異常発熱は、発
煙、発火の原因となるおそれがある。

点検内容の解説 主要な安全視点

経済産業省関係特定保守製品に関する省令　別表第二

特定保守
製品の区分

型式の区分 点検基準
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要素 区分 点検項目 点検内容

点検内容の解説 主要な安全視点

経済産業省関係特定保守製品に関する省令　別表第二

特定保守
製品の区分

型式の区分 点検基準

ヒーター部（構造上確認で
きない箇所に設置されてい
るものを除く。）

ヒーター接続部に変形又は変色
がないこと。

ヒーター接続部に変形又は変色がないことを目視で確
認する。

ヒーター接続部の異常発熱や腐食は、発
煙、発火の原因となるおそれがある。
（「構造上確認できない箇所」とは、点検す
るために破壊を伴う、又は破壊の危険性が
ある構造（ポッティング加工など）となってい
る箇所。）

モーター部（構造上確認で
きない箇所に設置されてい
るものを除く。）

(1)　モーター接続部に変形又は
変色がないこと。
(2)　モーターの回転に異常がな
いこと。

モーター接続部に変形又は変色がないことを目視で確
認する。また、試運転時に異常な回転音がないことを傾
聴で確認する。

・モーター接続部の異常発熱やﾘｰﾄﾞ線の被
覆の損傷は、出口部絶縁劣化の原因とな
るおそれがある。
・モーターの軸受け劣化は、異常発熱、さら
には発煙、発火の原因となる。
（「構造上確認できない箇所」とは、点検す
るために破壊を伴う、又は破壊の危険性が
ある構造（ポッティング加工など）となってい
る箇所。）

回路基板（構造上確認でき
ない箇所に設置されている
ものを除く。）

回路基板に著しい変色がないこ
と。

回路基板に著しい変色がないことを目視で確認する。 回路基板の接触不良による異常発熱は、
発煙、発火の原因となるおそれがある。
（「構造上確認できない箇所」とは、点検す
るために破壊を伴う、又は破壊の危険性が
ある構造（ポッティング加工など）となってい
る箇所。）

内部配線 (1)　配線の結束部の外れがな
いこと。
(2)　配線の被覆に損傷がないこ
と。
(3)　配線の屈曲部に変色又は
損傷がないこと。
(4)　接続コネクターに変形又は
変色がないこと。

内部配線の結束部の外れ、配線被覆の損傷、屈曲部
の変色又は損傷、接続コネクターに変形又は変色がな
いことを目視で確認する。

・内部配線が振動などにより結束部が外れ
てさらに振動しやすい状態になると、発煙、
発火につながる危険性が増大する。
・配線のストレスを示す被覆の損傷や、屈
曲部や接続コネクターの異常発熱は、発
煙、発火の原因となるおそれがある。

絶縁抵抗試験 絶縁抵抗値が1メガオーム（二
重絶縁構造のものにあっては3
メガオーム）以上であること。

絶縁抵抗計により測定し、絶縁抵抗値が1メガオーム
（二重絶縁構造のものにあっては3メガオーム）以上であ
ることを確認する。

絶縁抵抗値が十分でないと、感電事故に
至るおそれがある。
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要素 区分 点検項目 点検内容

密閉燃焼式
石油温風暖
房機

共通の
事項

－ 排気筒外れ検知装置の状
態

排気筒外れ検知装置を作動さ
せた場合、燃焼が継続しないこ
と。

排気筒外れ検知装置のリード線を外したとき、燃焼関連
装置（燃料ポンプ、送風ファンなど）が停止し、確実に消
火することを目視で確認する。

消火しない場合、排気筒外れ検知装置（セ
ンサー）の不具合、センサーと連携する燃
焼制御装置（燃料ポンプ、送風ファンなどを
制御する装置）の不具合が疑われる。

燃焼制御装置の状態 機器への燃料供給を停止して
断火させた場合、燃焼を停止す
ること。

油タンクの送油バルブを閉じるなどして機器への燃料の
供給を停止して断火させたとき、燃焼関連装置（燃料ポ
ンプ、送風ファンなど）が停止し、確実に消火することを
目視で確認する。
消火を確認後、燃料の供給を再開したとき自動的に燃
焼を再開しないことを目視で確認する。

消火しない場合、断火センサーの不具合、
断火センサーと連携する燃焼制御装置（燃
料ポンプ、送風ファンなどを制御する装置）
の不具合が疑われる。

給排気筒先端の設置状態
（構造上確認できない箇所
に設置されているものを除
く。）

給排気筒先端が屋外に出てい
ること。

給排気筒先端が屋外に確実に出ていることを目視で確
認する(波板囲いをしてある場合は屋内とみなされる。こ
のため、給排気筒先端は波板囲いの外へ出すよう指摘
する。）。

給排気筒の不具合は、不完全燃焼（さらに
は一酸化炭素による中毒事故）、火災の原
因となる。

機器と給排気筒の接続部
の状態

(1)　機器と給排気筒が確実に
接続されていること。
(2)　機器と給排気筒の接続部
に孔あきその他の接続の不具
合がないこと。

（1）機器と給排気筒の接続部が止め金具などで確実に
接続されていることを目視等で確認する。
（2）機器と給排気筒の接続部に孔あき、隙間などの接
続の不具合がないことを目視等で確認する。

機器と給排気筒の接続不具合は、屋内へ
の排気漏れ、給気不足から不完全燃焼（さ
らには一酸化炭素による中毒事故）、火災
の原因となる。

吸込口と吹出口の一酸化
炭素濃度差の確認

機器の温風吸込口から排出さ
れる排ガス中の一酸化炭素濃
度と吹出口から排出される排ガ
ス中の一酸化炭素濃度に差が
ないこと。

燃焼開始前に室内の一酸化炭素濃度を測定器で測定
したのち、設定温度を最高にした状態で燃焼させて、温
風吸込口及び温風吹出口の一酸化炭素濃度を測定器
で測定し、温風吸込口と温風吹出口との差が計測器の
器差範囲内であること、燃焼開始前の一酸化炭素濃度
と明らかな差がないことを確認する。

・温風吸込口より温風吹出口の一酸化炭
素濃度が明らかに高い場合、戸外に排出さ
れるべき排ガスの室内への漏れが疑われ
る。
・燃焼前に測定した一酸化炭素濃度と、燃
焼時に測定した２つの測定値に明らかな差
がある場合、排ガスの室内への漏れが疑
われる対震自動消火装置の状態 対震自動消火装置の回路を遮

断した場合、燃焼を停止するこ
と。

対震自動消火装置の回路を遮断したとき、燃焼関連装
置（燃料ポンプ、送風ファンなど）が停止し、確実に消火
することを目視で確認する。
確認後は回路を戻す。

消火しない場合、対震自動消火装置（セン
サー）と連携する燃焼制御装置（燃料ポン
プ、送風ファンなどを制御する装置）の不具
合が疑われる。

機器と燃料配管の接続部
の状態

機器と燃料配管との接続部から
燃料漏れがないこと。

油タンクからの燃料配管と機器との接続部から油漏れ
がないことを目視及びウエスなどで確認する。

油漏れがある場合、接続部の部品（パッキ
ンなど）の劣化が疑われる。油漏れが進行
すると火災の原因となる。

点検内容の解説 主要な安全視点

経済産業省関係特定保守製品に関する省令　別表第二

特定保守
製品の区分

型式の区分 点検基準
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要素 区分 点検項目 点検内容

点検内容の解説 主要な安全視点

経済産業省関係特定保守製品に関する省令　別表第二

特定保守
製品の区分

型式の区分 点検基準

機器の燃料通路部 (1)　機器の燃料配管から燃焼
部までの燃料通路部のうち、燃
料の出口以外の部分から燃料
漏れがないこと。
(2)　置台に油のにじみがないこ
と。

（1）燃料用電磁ポンプ又は定油面装置の入口側、出口
側など、機器内の燃料通路部から油漏れがないことを
目視及びウエスなどで確認する。
（2）置台に油のにじみ（油のたまりを含む。）がないこと
を目視及びウエスなどで確認する。

油漏れがある場合、接続部の部品（パッキ
ンなど）の劣化が疑われる。油漏れが進行
すると火災の原因となる。

燃焼状態 燃焼中に火炎の拡大、逆火、目
に見える煙の発生その他の異
常がないこと。

設定温度を最高にした状態で燃焼させた場合、バーナ
部から機器内への火炎の出、給排気筒からの目に見え
る煙の発生、爆発燃焼、燃焼の異常音などがないことを
目視及び傾聴で確認する。

燃焼状態に異常がある場合、熱交換器の
経年劣化（目詰まりなど）、給排気筒の閉
塞が疑われる。

機器の外観 (1)　機器本体に損傷がないこ
と。
(2)　差し込みプラグにほこりが
堆積していないこと。

（1）機器本体（電源コードを含む。）に著しい損傷などが
ないことを目視で確認する。
（2）コンセントと差し込みプラグの隙間などにほこりが堆
積していないことを目視で確認する。

(1)外観の著しい損傷は、内部部品の損傷
を伴う場合がある。
(2)トラッキングによる発火が、火災の原因
となるおそれがある。

給排気筒の状態 (1)　給排気筒が外れていないこ
と。
(2)　給排気筒の接続部のロック
が外れていないこと。
(3)　給排気筒に変形又は損傷
がないこと。
(4)　給排気筒の先端が板、ほこ
りその他の異物により閉塞して
いないこと。
(5)　排気口キャップがあるもの
にあっては、外れていないこと。

（1）機器から給排気筒のすべての接続部が外れていな
いことを目視等で確認する。
（2）機器から給排気筒の接続部にロックがある場合は、
ロックが外れていないことを目視等で確認する。
（3）給排気筒に著しい変形又は損傷などがないことを目
視で確認する。
（4）給排気筒先端の給気部及び排気部が、板、ほこり、
すすなどの異物により塞がっていないことを目視で確認
する。
（5）排気口キャップがある場合は、外れていないことを
目視で確認する。

給排気筒の不具合は、屋内への排気漏
れ、給気不足から不完全燃焼（さらには一
酸化炭素による中毒事故）、火災の原因と
なる。

燃焼用
二次空
気管の
有無

(1)　あ
るもの

燃焼用二次空気管の状態 (1)　脱落していないこと。
(2)　亀裂又は孔あきが生じてい
ないこと。

（1）燃焼用二次空気管が脱落していないこと、又は緩ん
でいないことを、目視及び触手で確認する。
（2）燃焼用二次空気管に亀裂又は孔あきがないことを
目視で確認する。

給気用管の不具合は、給気不足から不完
全燃焼（さらには一酸化炭素による中毒事
故）の原因となる。

(2)　な
いもの

－ － － －
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要素 区分 点検項目 点検内容

点検内容の解説 主要な安全視点

経済産業省関係特定保守製品に関する省令　別表第二

特定保守
製品の区分

型式の区分 点検基準

過熱防
止装置

(1)
サーミ
スター
式のも
の

過熱防止装置の状態 サーミスターの抵抗値が温度に
応じて適切に変動すること。

サーミスターの雰囲気温度を変化させたとき、サーミス
ターの抵抗値が変化することをテスターなどを用いて確
認する（サーミスターの抵抗値は製造・輸入事業者から
示されるものを用いること。）。
確認後は回路を元に戻す。

サーミスターの抵抗値が適切に変動しない
場合、過熱防止装置として適切に動作しな
いおそれがある。

(2)　バ
イメタル
式のも
の

過熱防止装置の状態 バイメタルスイッチの回路を遮
断した場合、燃焼が停止するこ
と。

バイメタルスイッチの端子又は配線基板のバイメタルス
イッチコネクタを外すなどして回路を遮断したとき、燃焼
関連装置（送風ファン、燃料ポンプなど）が停止して、確
実に消火することを目視で確認する。
確認後は回路を元に戻す。

消火しない場合、過熱防止装置と連携する
燃焼制御装置（燃料ポンプ、送風ファンな
どを制御する装置）の不具合が疑われる。
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要素 区分 点検項目 点検内容

浴室用電気
乾燥機

共通の
事項

－ 設置状態 (1)　機器固定用金具を有するも
のにあっては、機器固定用金具
の変形がないこと。
(2)　固定ねじの緩みがないこ
と。

機器固定用金具に変形がないことを目視で確認する。
また、固定ねじの緩みがないことをドライバーなどで確
認する。

経年劣化や環境ストレスによる固定用金具
の変形や破損、固定ねじの緩みは、機器
の落下などの事故の原因となる。

本体外装 熱による著しい変形、変色又は
損傷がないこと。

本体外装に熱による著しい変形、変色又は損傷がない
ことを目視で確認する。

内部からの異常発熱は、発煙、発火の原
因となるおそれがある。

本体内部 本体内部に著しいほこりその他
の異物の混入がないこと。

本体内部に著しいほこりなどの異物の混入がないことを
目視で確認する。

本体内部でのトラッキングは、発煙、発火
の原因となるおそれがある。

ヒーター部（構造上確認で
きない箇所に設置されてい
るものを除く。）

ヒーター接続部に変形又は変色
がないこと。

ヒーター接続部に変形又は変色がないことを目視で確
認する。

ヒーター接続部の異常発熱や腐食は、発
煙、発火の原因となるおそれがある。
（「構造上確認できない箇所」とは、点検す
るために破壊を伴う、又は破壊の危険性が
ある構造（ポッティング加工など）となってい
る箇所。）

モーター部（構造上確認で
きない箇所に設置されてい
るものを除く。）

(1)　モーター接続部に変形又は
変色がないこと。
(2)　モーターの回転に異常がな
いこと。

モーター接続部に変形又は変色がないことを目視で確
認する。また、運転時に異常な回転音が無いことを傾聴
で確認する。

・モーター接続部の異常発熱やﾘｰﾄﾞ線の被
覆の損傷は、出口部絶縁劣化の原因とな
るおそれがある。
・モーターの軸受け劣化は、異常発熱、さら
には発煙、発火の原因となる。
（「構造上確認できない箇所」とは、点検す
るために破壊を伴う、又は破壊の危険性が
ある構造（ポッティング加工など）となってい
る箇所。）

回路基板（構造上確認でき
ない箇所に設置されている
ものを除く。）

回路基板に著しい変色がないこ
と。

回路基板に著しい変色がないことを目視で確認する。 回路基板の接触不良による異常発熱は、
発煙、発火の原因となるおそれがある。
（「構造上確認できない箇所」とは、点検す
るために破壊を伴う、又は破壊の危険性が
ある構造（ポッティング加工など）となってい
る箇所。）

点検内容の解説 主要な安全視点

経済産業省関係特定保守製品に関する省令　別表第二

特定保守
製品の区分

型式の区分 点検基準



特定保守製品の点検基準の解説（浴室用電気乾燥機） Page 24

要素 区分 点検項目 点検内容

点検内容の解説 主要な安全視点

経済産業省関係特定保守製品に関する省令　別表第二

特定保守
製品の区分

型式の区分 点検基準

内部配線 (1)　配線の結束部の外れがな
いこと。
(2)　配線の被覆に損傷がないこ
と。
(3)　接続コネクターに変形又は
変色がないこと。

内部配線の結束部の外れ、配線被覆の損傷、接続コネ
クターに変形又は変色がないことを目視で確認する。

・内部配線が振動などにより結束部が外れ
てさらに振動しやすい状態になると、発煙、
発火につながる危険性が増大する。
・配線のストレスを示す被覆の損傷や接続
コネクターの異常発熱は、発煙、発火の原
因となるおそれがある。

絶縁抵抗試験 絶縁抵抗値が1メガオーム（二
重絶縁構造のものにあっては3
メガオーム）以上であること。

絶縁抵抗計により測定し、絶縁抵抗値が1メガオーム
（二重絶縁構造のものにあっては3メガオーム）以上であ
ることを確認する。

絶縁抵抗値が十分でないと、感電事故に
至るおそれがある。

電源電
線の有
無

(1)　あ
るもの

電源接続部及び接地（構
造上確認できない箇所に
設置されているものは除
く。）

(1)　電源接続部に変形、変色、
損傷、腐食又はほこりの堆積が
ないこと。
(2)　電源電線と屋内配線との接
続部に変形、変色、腐食、ほこ
りの堆積がなく、又は緩みがな
いこと。
(3)　電源電線の被覆に損傷が
ないこと。
(4)　アース線がアース端子に確
実に接続されていること。

（1）電源接続部に変形、変色、損傷、腐食又はほこりの
堆積がないことを目視で確認する。
（2）電源電線と屋内配線との接続部に変形、変色、腐
食、ほこりの堆積がなく、又は緩みがないことを目視及
び触手で確認する。
（3）電源電線の被覆に損傷がないことを目視で確認す
る。
（4）アース線がアース端子に確実に接続されていること
を目視及び触手で確認する（二重絶縁構造の場合は、
その旨のマークがあれば対象外とする。）。

・電源接続部の異常発熱やトラッキング、
電源電線と屋内配線との接続部の異常発
熱やトラッキング、電源電線の被覆の損傷
は、発煙、発火の原因となるおそれがあ
る。
・機器のアースが確保されていないと、感
電事故に至るおそれがある。
（「構造上確認できない箇所」とは、点検す
るために破壊を伴う、又は破壊の危険性が
ある構造（壁の中に接続部があるなど）と
なっている箇所。）

(2)　な
いもの

電源接続部及び接地 (1)　電源接続部に変形、変色、
損傷、腐食又はほこりの堆積が
ないこと。
(2)　アース線がアース端子に確
実に接続されていること。

（1）電源接続部に変形、変色、損傷、腐食又はほこりの
堆積がないことを目視で確認する。
（2）アース線がアース端子に確実に接続されていること
を目視及び触手で確認する（二重絶縁構造の場合は、
その旨のマークがあれば対象外とする。）。

・電源接続部の異常発熱やトラッキング
は、発煙、発火の原因となるおそれがあ
る。
・機器のアースが確保されていないと、感
電事故に至るおそれがある。
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